
森林管理・環境保全直接支払制度
【３８，０８０（３２，４１２）百万円】

【上記のほか復旧・復興対策４２百万円】

対策のポイント
森林経営計画等に基づく搬出間伐等の森林整備と、集約化施業に必要な活

動に対する支援を本格的に実施します。

＜背景／課題＞

・森林法改正により、面的なまとまりをもった集約化や路網整備等を内容とする計画を

作成する森林経営計画制度が創設されました。

・この森林経営計画制度の定着を図るためには、森林経営計画の認定を受けた者を対象

に、搬出間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の整備、施業の集約化に

対する支援が不可欠です。

政策目標

○森林吸収目標1300万炭素トンの達成(平成20～24年度)

○10年後の木材自給率50%以上

＜主な内容＞

１．森林環境保全直接支援事業

森林経営計画の認定を受けた森林等において、搬出間伐等の森林施業とこれと一

体となった森林作業道の整備を支援します。

また、早急に間伐が必要な森林（要間伐森林）について、市町村等が施業代行を

行う場合についても支援します。

森林環境保全直接支援事業(公共) ３５，２３０（２９，４１２）百万円

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、林業事業体等

２．施業集約化促進対策

１．の集約化施業の取組に必要な諸活動に対して支援します。その際、新たな森

林経営計画制度の施行に合わせ、森林の経営の委託を受けて森林経営計画を作成し、

計画的に集約化施業を行う取組を重点的に支援します（交付単価（国費）：施業実施

までの合意形成を含めた森林経営計画作成促進 27,000円/ha等）。

森林整備地域活動支援交付金 ２，８５０（３，０００）百万円
補助率：定額(１／２相当等)

事業実施主体：市町村

お問い合わせ先:

１．の事業 林野庁整備課 （０３－３５０２－８０６５（直））

２．の事業 林野庁経営課 （０３－６７４４－２２８８（直））




